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２０２５年 今年もよろしくお願いします 

あけましておめでとうございます。新しい年の幕開けを迎え、皆さまにとって健康と幸福に

満ちた一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。２０２５年も大きなチャレンジと希望にあ

ふれていますが、特に注目すべきイベントの一つに、今年のデフリンピックがあります。 

今年１１月に開催されるデフリンピックは、全世界から集まる聴覚障害者アスリートたちが

競技に挑み、その力強い姿を私たちに見せてくれる特別なイベントです。彼らの努力と情熱

は、多くの人々に感動を与えることでしょう。デフリンピックは、スポーツを通じて互いの理解と

絆を深めるすばらしい機会であり、多様性とインクルージョンの大切さを再認識させてくれま

す。 

私たちもこの精神を胸に、新たな一年を前向きに過ごしていきましょう。個々の目標に向か

って努力を惜しまず、お互いを支え合いながら成長していくことが大切です。困難な時こそ、

仲間と力を合わせ、乗り越えていくことでさらなる成長が期待できます。 

２０２５年が皆さまにとって実り多き年となりますように。そして、デフリンピックを通じて得ら

れる数々の感動や学びが、私たちの日常生活にも多くのインスピレーションをもたらしてくれ

ることを願っています。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。（須崎 利花） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もみじ通信 
２０２5年 1月 17日発行 

メールマガジン第 45号 

手話サークルもみじ役員会 

2025年１・2月の予定  

1月 23日（木）10時～11時 30分 

1月 30日（木）10時～11時 

   会場は福祉センター地下研修室 

 

2月 06日（木）10時 30分～12時 

輝き市民サポートセンター 

2月 13日（木）10時～11時 30分 

福祉センター地下研修室 

2月 15日（土）10時～12時 四者連絡会  

作業療法室 

2月 20日（木）10時～12時 作業療法室 

成年後見制度学習会 

2月 27日（木）10時～11時 地下研修室 

お問い合わせ 

shuwamomiji30@yahoo.co.jp 

会員より 

昨年１２月ふくふくまつりに参加して手話体

験コーナーのお手伝いをしました。参加者の小

学生の数名からろう協の講師の皆さんの顔を見

て「学校の手話体験の時の先生だ」と声が上が

り盛り上がりました。他の参加者からも「以前

文化祭で教えてくださったのを少し覚えていま

した」「こういう時には手話でどう表現したらよ

いでしょうか？」質問もいっぱいありました。

小学校、高校での手話体験ボランティア活動等

本当に地道な活動ですが、手話との出会いの大

切なきっかけになっているんだとうれしく思い

ました。初めての手話体験講座、入門手話講習

会の紹介もできて次に繋げるお話しもできて良

かったです。本年もよろしくお願いいたします。 

（Ｎ） 
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第３９回 東京都手話通訳問題研究会集会 

み ん な で 応 援 し よ う 

デ フ リ ン ピ ッ ク  

２０２５年２月２日（日） 

会場 リフレッシュ氷川（渋谷区） 
午前の部 １０：００～１２：００ 

講演会 講師 倉野直紀氏 

               全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会事務局長 

テーマ「デフリンピックで子どもたちに夢を」 

 

午後の部 １３：００～１５：００ 

ワークショップ  
     手話を使って応援しよう 

     コミュニケーションロールプレイをやってみよう  

 

 

 

申し込み受付締め切り １月２７日（月） 

申込方法：Google フォームから事前申し込みをお願いします！ 

https://forms.gle/BBcUjZfKHDa6inZe6 

「お申し込みを受け付けました。」と言うメールが届いたら受付完了です。 

参加費は当日受付でお渡しください 

会員（東聴連・東通研会員、都サ連加盟手話サークル会員含む）1500 円 

非会員（東聴連賛助会員含む） 3000 円 

お問い合わせ：須崎までお願いします。 

 

きこえない選手を 

どうやって応援するの？ 

手話が分からなくて

も伝えられるかな？ 

デフリンピックの

ピクトグラム 

知ってる？ 
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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する 

補償金等の支給等に関する法律｣が１月１７日に施行されます 
 

令和６年７月３日に最高裁において、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、当該規定に係

る国会議員の立法行為は国家賠償法上違法であり、国の損害賠償責任を認めるとする判決が言い渡

されました。最高裁での判決を踏まえ、同年９月１３日に、係属中の全ての訴訟を対象として和解

手続による早期解決のため、内閣府特命担当大臣と原告団、弁護団の皆様との間で、「係属訴訟の和

解等のための合意書」が締結されました。 

さらに、同年９月３０日に、内閣府特命担当大臣と優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害

全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会との間で、旧優生保護法問題の全面

的な解決を目指すための「基本合意書」が締結されました。 

同年１０月８日には、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いら

れて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定める「旧優生保護法に基づ

く優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が議員立法により国会で成立

し、１０月１７日に公布され、令和７年 1月１７日に施行される予定です。 

こども家庭庁のホームページ https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin 

 

 

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶手術などを受けた方とご家族へ 

対象となる方に補償金等を支給します 
請求期限：令和 12年１月 16日 

●補償金の支給 

対 象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者 

（死亡している場合はその遺族（配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪）） 

支給額：本人 1500万円 配偶者 500万円（事実婚を含む） 

●優生手術等一時金の支給 

対 象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 

支給額：320万円（上記の補償金を受給した場合にも支給する） 

●人工妊娠中絶一時金の支給 

対 象：旧優生保護法に基づく妊娠中絶手術等を受けた本人で生存している方 

支給額：200万円（上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない） 

 

請求受付開始日：令和 7年 1月 17日（法律の施行日） 
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大
申し込み先 toutsuken@par.odn.ne.jp 

１．担当日時：2月 2２日（土）9時～17 時（準備を含む。文化祭は 12 時～17 時）  

2 月 2３日（日）9 時～17 時（片付け含む。文化祭は 10 時～15 時） 

２．担当場所： 東京都障害者福祉会館など 

３．担当内容： ①受付 ②誘導 ③警備 ④美化 ⑤ジャンパー配布 ⑥書籍販売 

         ⑦通訳（占い、福祉機器展など） 

         第２希望までお知らせください。（土日どちらかでも構いません） 

４．特記事項： 

 ＊お申し込み時、活動状況（例：手話通訳者、手話通訳士、手話学習３年目など）も併せてお知らせ

ください。要員コーディネートの参考にさせていただきます。 

＊１日通しでお手伝いください。 

＊希望以外の担当をしていただく場合もあります。 

＊⑥書籍販売は東通研独自の要員募集です。 

  東通研 耳の日記念文化祭実行委員 

 

※「東通研ボラ」も募集しています！   

東通研の応援隊「東通研ボラ」を募集しています。「東通研ボラ」として登録して

いただき、さまざまな場面で活躍していただきたいと思っています。 

手話だけでなくＰＲやお手伝いなど、やってみたいという方はぜひ登録してくださ

い。行事ごとに一斉メールをさせていただくので、ご都合や内容に合わせて参加して

いただけます。会員の皆さん一人ひとりの力で東通研の活動を支えてください。 

よろしくお願いします。 
      Google フォームより登録をお願いします 

https://forms.gle/RQDBtMnPkrrCqjH38 

 


